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１．相 談 窓 口 

1 保健福祉サービスセンター （福祉事務所） 

内   容 
障害福祉をはじめ、高齢者、母子・児童福祉の総合相談窓口として 必要な 

指導や援助を行っています。お気軽にご相談ください。 

○東部保健福祉サービスセンター（ 豊平・玉川・泉野 ） 

〒３９１－００１１   茅野市玉川４３００番地 

TEL ８２－００２６   FAX ８２－００２７ 

○西部保健福祉サービスセンター（ 宮川 ・ 金沢 ） 

〒３９１－００１３  茅野市宮川３９７５番地 

TEL  ８２－００７３   FAX  ８２－００７４ 

○中部保健福祉サービスセンター（ちの・米沢・中大塩） 

〇福祉２１推進係 

〒３９１－０００２  茅野市塚原２丁目５番４５号  

TEL ８２－０１０７    FAX   ８２－０１０８ 

○北部保健福祉サービスセンター（ 湖東 ・ 北山 ） 

〒３９１－０３０１  茅野市北山４８０８番地１ 

TEL  ７７－３０００   FAX   ７７－３００１ 

保健福祉サービスセンターで対応する相談内容 

      ○総合相談 … 身体・知的・精神障害児者、ひきこもり、育児・子育て、高齢者 

介護保険、医療、権利擁護（虐待・成年後見等）についてなど 

    〇障害者総合支援法に基づくサービス利用に関すること 

      ○地域における保健指導、健康づくり、衛生教育に関すること 

    〇地域や民生児童委員との連携、災害時の個別避難計画に関すること 
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2 茅野市役所 

〒３９１－８５０１  茅野市塚原２丁目６番１号  TEL７２－２１０１ 

社
会
福
祉
課
（
福
祉
事
務
所
） 

○高齢福祉係 

 内線 

３０２ 

３０３ 

３０４ 

高齢者福祉(措置)関係、恩給、旧軍人・軍属援護 

災害援護、人権対策、 

市営温泉施設管理、生活保護経理・統計、保護司会

更生保護女性会、日赤奉仕団、福祉バス 

○障害福祉係 

内線 

３１５ 

３１６ 

障害福祉の相談窓口 

○生活福祉係 

【 茅野市生活就労支援 

センター「まいさぽ」】 

内線 

３１７ 

３１８ 

生活保護の相談 

 

生活困窮者自立相談支援  ひきこもり支援 

保
険
課 

〇介護保険係 

内線 

３３６ 

３３７ 

介護保険の相談窓口 

〇国保年金係 

内線 

３２２ 

３２３ 

３２４ 

３２５ 

国民健康保険、国民年金（障害基礎年金を含む）の 

申請・相談窓口 

〇後期高齢・ 

福祉医療係 

内線 

３２６ 

３２７ 

３２８ 

福祉医療費給付金、後期高齢者医療保険（７５歳以

上。または、６５歳から７４歳までの方で、一定程度

の障害があり、加入を希望される方。）の各種申請

窓口、後期高齢者医療保険料の収納 

健
康
づ
く
り
推
進
課 

(

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー) 

○健康総務係 
内線 

３３０

３３１ 

直通 

８２－ 

０１０５ 

予防接種、母子保健 

○健康推進係 健康づくりに関する相談窓口、各種検診 
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幼
児
教
育
課 

○幼児教育係 
内線 

６２２ 

６２３ 

保育園の管理運営、保育園における子育て支援 

こ
ど
も
課
（
福
祉
事
務
所
） 

○こども・家庭支援係 

内線 

６１１ 

６１４ 

児童扶養手当、特別児童扶養手当 

茅野市 

こども家庭 

センター 

「育ち あい 

ちの」 

○こども・ 

家庭相談係 

内線 

６１５ 

６１６ 

６１７ 

６１９ 
子育て・家庭・教育・発達に関する総合相談 

○発達支援 

センター 

内線 

６１８ 

学
校
教
育
課 

〇学務係 

内線 

６０５ 

６０６ 

６０４ 

６０７ 

就学相談、教育相談、教育支援委員会 

 
 
 
 

3 諏訪圏域障がい者総合支援センター「オアシス」 

 内   容 
障害児者に対する総合相談、各種講座・イベントや自立生活支援などの社会 

参加促進を図る事業や、サービス利用のための相談支援事業を行っています。 

 窓   口 

〒３９２－００２４ 

諏訪市小和田１９－３  

諏訪市総合福祉センター「湯小路いきいき元気館」内  

TEL ５４－７７１３ FAX ５４－７７２３ 
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4 諏訪児童相談所（知的障害者更生相談所）   （障害児・知的障害者） 

 内   容 

18歳未満の児童及び知的障害児者の、あらゆる問題についての相談に応じて 

います。療育手帳及び施設入所の判定・指導を行っているほか、気軽に相談 

していただけるよう、テレホン相談も行っています。 

 相談の種類 

 ・児童の心身発達と障害についての相談・判定・指導 

 ・児童のしつけ、性格、行動、非行などについての相談・指導 

 ・障害児者の施設への入所相談 

 ・緊急に保護を要する場合などの一時保護相談 

 ・障害児の手当支給のための判定 

 窓   口 
 〒３９２－０１３１ 

諏訪市大字湖南３２４８－３ TEL ５２－００５６ 

 
 

5 諏訪保健福祉事務所（健康づくり支援課） 

 内   容 
健康増進、母子・歯科保健、生活習慣病予防、難病、精神保健福祉等の 

 相談・指導を行うなど、保健・医療に関する総合窓口です。 

 窓   口 

〒３９２－８６０１ 

諏訪市上川１－１６４４－１０ 

TEL ５７―２９２６（予防衛生係） ５７―２９２７（保健衛生係） 
 
 

6 身体障害者更生相談所（総合リハビリテーションセンター） 

 内   容 

18歳以上の身体障害者の施設入所、更生医療給付などについて医学的・心理 

的及び職能的な判定を行うとともに、補装具の処方及び適合判定、身体 

障害者手帳の交付を行っています。 

 窓   口 

〒３８１－８５７７ 

  長野市大字下駒沢６１８－１ TEL（０２６）２９６－３９５３ 

  総合リハビリテーションセンター内  更生相談室 
 
 

7 民生児童委員 

 内   容 
  民生児童委員は、生活に困っている方、児童、障害者、高齢者など、援助を 

 必要とする方の相談、行政等へのつなぎ、調査などを行います。 

 窓   口    各行政区に民生児童委員さんがいますので、お気軽にご相談ください。 
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２．手帳の交付と障害の状態 

 

障害の程度が法律の要件に合致する場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

交付が受けられます。手帳の交付によって、各保健福祉施策の対象となることができます。 

1 身体障害者手帳 

 内  容 

  この手帳は、身体に障害のある方が身体障害者福祉法の定める障害程度に該当

すると認められた場合に交付されるもので、障害の程度によって１級から６級ま

で区分されます。また、交通運賃割引等の区分のため１種または２種に分けられ

ます。 

  交付対象 

  ＜障害の部類・等級＞ 

 

                 等級 

 部類 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

 

 視覚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 聴覚・平衡機能  ○ ○ ○ ○ ○ 

 音声・言語・そしゃく   ○ ○   

 肢体不自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 内部(心臓・じん臓・肝臓・

呼吸器・ぼうこう・直腸・小

腸・免疫の機能障害) 

○ ○ ○ ○   

   ※障害程度の変更、手帳の紛失・破損、住所の変更が生じた場合、又は手帳を必要

としなくなった場合、手続が必要ですのでご相談ください。 

  手   続 

   ○手続にお持ちいただくもの 

     ・指定医師による診断書（各障害部類ごとに診断書があります） 

     ・申請書 ・写真（縦４㎝×横３㎝、正面脱帽 ２枚） 

   ・個人番号カード又は通知カードと本人確認書類 

   ※診断書と申請書は下記窓口にあります。 

  窓  口 
   ○保健福祉サービスセンター（東部・西部・中部・北部） 

   ○社会福祉課 障害福祉係 

 

 

 

 

  （申請）       （経由）           （経由） 

                                      受理・判定と 

                                         決定・交付 

（交付）      （経由）              （経由）  

本人 

（申請者） 

各保健福祉 

サービスセンター 

社会福祉課 

障害福祉係 

長野県立総合リハビリ 

テーションセンター 

各保健福祉サービスセンター 社会福祉課 
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〇身体障害者障害程度等級表 

１ 視覚障害 

1級 視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの 

2級 

1視力の良い方の眼の視

力が0.02以上0.03以下

のもの 

2視力の良い方の眼の視

力が 0.04 かつ他方の眼

の視力が手動弁以下の

もの 

3周辺視野角度の総和が

左右眼それぞれ 80 度以

下かつ両眼中心視野角

度が28度以下のもの 

4両眼開放視認点数が70

点以下かつ両眼中心視

野視認点数が 20 点以下

のもの 

3級 

1視力の良い方の眼の視

力が0.04以上0.07以下

のもの 

2視力の良い方の眼の視

力が 0.08 かつ他方の眼

の視力が手動弁以下の

もの 

3周辺視野角度の総和が

左右眼それぞれ 80 度以

下かつ両眼中心視野角

度が56度以下のもの 

4両眼開放視認点数が70

点以下かつ両眼中心視

野視認点数が 40 点以下

のもの 

4級 
1 視力の良い方の眼の視力が

0.08以上0.1以下のもの 

2周辺視野角度の総和が左右眼そ

れぞれ80度以下のもの 

3 両眼開放視認点数が 70 点以下

のもの 

5級 

1 視力の良い方の

眼の視力が 0.2 か

つ他方の眼の視力

が0.02以下のもの 

2 両眼による視野

の 1/2 以上が欠け

ているもの 

3 両眼中心視野角

度が56度以下のも

の 

4 両眼開放視認点

数が70点を超えか

つ 100 点以下のも

の 

5 両眼中心視野視

認点数が40点以下

のもの 

6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 

 

 ２ 聴覚障害 

1級  

2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの（両耳全ろう） 

3級 両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの（耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの） 

4級 
1 両耳の聴力レベルが 80dB 以上のもの（耳介に接

しなければ話声語を理解し得ないもの） 

2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50％

以下のもの 

5級  

6級 
1両耳の聴力レベルが70dB以上のもの（40cm以上

の距離で発声された会話語を理解し得ないもの） 

2 一側耳の聴力レベルが 90dB 以上、他側耳の聴力

レベルが50dB以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ は、第１種 身体障害者の範囲 

□は、第２種       〃 
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 ３ 平衡機能障害 

1級  

2級  

3級 平衡機能の極めて著しい障害 

4級  

5級 平衡機能の著しい障害 

6級  

 

 

 

 ４ 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 

1級  

2級  

3級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 

4級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 

5級  

6級  
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 ５ 肢体不自由（上肢機能） 

1級 1両上肢の機能を全廃したもの 2両上肢を手関節以上で欠くもの 

2級 
1 両上肢の機能の著し

い障害 

2 両上肢のすべての指

を欠くもの 

3 一上肢を上腕の１/2

以上で欠くもの 

4 一上肢の機能を全廃

したもの 

3級 

1 両上肢のおや指

及びひとさし指

を欠くもの 

2 両上肢のおや指

及びひとさし指

の機能を全廃し

たもの 

3 一上肢の機能の

著しい障害 

4 一上肢のすべて

の指を欠くもの 

5 一上肢のすべて

の指の機能を全

廃したもの 

4級 

1 両上肢

のおや指

を欠くも

の 

2 両上肢

のおや指

の機能を

全廃した

もの 

3 一上肢

の肩関節、

肘関節又

は手関節

のうち、い

ずれか一

関節の機

能を全廃

したもの 

4 一上肢

のおや指

及びひと

さし指を

欠くもの 

5 一上肢

のおや指

及びひと

さし指の

機能を全

廃したも

の 

6 おや指

又はひと

さし指を

含めて一

上肢の三

指を欠く

もの 

7 おや指

又はひと

さし指を

含めて一

上肢の三

指の機能

を全廃し

たもの 

8 おや指

又はひと

さし指を

含めて一

上肢の四

指の機能

の著しい

障害 

5級 

1 両上肢のお

や指の機能の

著しい障害 

2 一上肢の肩

関節、肘関節

又は手関節の

うち、いずれ

か一関節の機

能の著しい障

害 

3 一上肢のお

や指を欠くも

の 

4 一上肢のお

や指の機能を

全廃したもの 

5 一上肢のお

や指及びひと

さし指の機能

の著しい障害 

6 おや指又は

ひとさし指を

含めて一上肢

の三指の機能

の著しい障害 

6級 
1 上肢のおや指の機能の著しい

障害 

2 ひとさし指を含めて一上肢の

二指を欠くもの 

3 ひとさし指を含めて一上肢の

二指の機能を全廃したもの 

7級 

1 一上肢の機

能の軽度の障

害 

2 一上肢の肩

関節、肘関節

又は手関節の

うち、いずれ

か一関節の機

能の軽度の障

害 

3 一上肢の手

指の機能の軽

度の障害 

4 ひとさし指

を含めて一上

肢の二指の機

能の著しい障

害 

5 一上肢のな

か指、くすり

指及び小指を

欠くもの 

6 一上肢のな

か指、くすり

指及び小指の

機能を全廃し

たもの 

注）７級に該当する障害については、２つ以上重複する場合に手帳交付の対象となります。 

 

 

 

 

 

■ は、第１種 身体障害者の範囲 

□は、第２種       〃 
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 ６ 肢体不自由（下肢機能） 

1級 1両下肢の機能を全廃したもの 2両下肢を大腿の1/2以上で欠くもの 

2級 1両下肢の機能の著しい障害 2両下肢を下腿の1/2以上で欠くもの 

3級 
1 両下肢をショパー関節以上で

欠くもの 

2一下肢を大腿の1/2以上で 

欠くもの 

3一下肢の機能を全廃したもの 

4級 

1 両下肢のす

べての指を欠

くもの 

2 両下肢のす

べての指の機

能を全廃した

もの 

3 一下肢を下

腿の 1/2 以上

で欠くもの 

4 一下肢の機

能の著しい障

害 

5 一下肢の股

関節又は膝関

節の機能を全

廃したもの 

6 一下肢が健

側に比して

10cm 以上又は

健側の長さの

1/10 以上短い

もの 

5級 

1 一下肢の股関節又は膝関節の

機能の著しい障害 

2 一下肢の足関節の機能を全廃

したもの 

3 一下肢が健側に比して5cm 以

上又は健側の長さの 1/15 以上

短いもの 

6級 1一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2一下肢の足関節の機能の著しい障害 

7級 

1 両下肢のす

べての指の機

能の著しい障

害 

2 一下肢の機

能の軽度の障

害 

3 一下肢の股

関節、膝関節

又は足関節の

うち、いずれ

か一関節の機

能の軽度の障

害 

4 一下肢のす

べての指を欠

くもの 

5 一下肢のす

べての指の機

能を全廃した

もの 

6 一下肢が健

側に比して

3cm 以上又は

健側の長さの

1/20 以上短い

もの 

注）７級に該当する障害については、２つ以上重複する場合に手帳交付の対象となります。 
 

 

 ７ 肢体不自由（体幹機能） 

1級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの 

2級 
１ 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保

つことが困難なもの 

２ 体幹の機能障害により立ち上がることが困

難なもの 

3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 

4級  

5級 体幹の機能の著しい障害 

6級  

 

 

 

 

 

■は、第１種 身体障害者の範囲 

□は、第２種       〃 
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８ 肢体不自由（乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害） 

上
肢
機
能 

1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 

2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 

3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 

4級 
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限される

もの 

5級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 

6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 

7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの 

移
動
機
能 

 

1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 

2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 

3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 

4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 

6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 

7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの 

注）７級に該当する障害については、２つ以上重複する場合に手帳交付の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■は、第１種 身体障害者の範囲 

□は、第２種       〃 
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９ 内部障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓） 

心
臓
機
能 

1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

2級  

3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

じ
ん
臓
機
能 

1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

2級  

3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

呼
吸
器
機
能 

1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

2級  

3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

ぼ
う
こ
う
又
は 

直
腸
機
能 

1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

2級  

3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

小
腸
機
能 

1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

2級  

3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

免
疫
機
能 

1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 

2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 

3級 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの（社会で

の日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。） 

4級 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限され

るもの 

肝
臓
機
能 

1級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 

2級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 

3級 
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの（社会での日常生活活動が著しく

制限されるものを除く。） 

4級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの 

■は、第１種 身体障害者の範囲 

□は、第２種       〃 
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２ 療育手帳 

  内  容 

この手帳は、知的障害児者に対して一貫した指導・相談を行うと 

ともに、各種福祉施策を受け易くするものです。 

障害の程度によってＡ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２の４つに区分されます。 

  交付対象 

   

＜判定基準＞ 

 
障害程度 ＩＱ 備     考 

 

 重 度   Ａ１   35以下 

 ※ただし、ＩＱについては 

  基本的なもので、身体処 

  理能力等により総合的に 

  判断されます。 

 中 度 
  Ａ２  

36～50(３級以上の身体

障害を合併している者) 

  Ｂ１   36～50 

 軽 度   Ｂ２   51～75 

※療育手帳には有効期限があります。更新する方は再度判定を受けて 

頂くようになります。再認定の方は、諏訪児童相談所 (52-0056)へ 

直接ご連絡下さい。 

※手帳の紛失・破損、住所の変更が生じた場合、又は手帳を必要と 

しなくなった場合は、手続が必要ですのでご相談ください。 

  手   続 

   ○手続にお持ちいただくもの 

     ・申請書 ・写真（縦４㎝×横３㎝、正面脱帽 ２枚） 

※申請書は下記窓口又は県のHPからダウンロードできます。また１８歳

以上の人は、知的障害者調査書（保健福祉サービスセンター及び社会

福祉課で作成）が必要です。作成にあたり、個別に面談・聞き取りを

させていただきます。 

  窓  口 
   ○保健福祉サービスセンター（東部・西部・中部・北部） 

   ○社会福祉課 障害福祉係 

 

 

 

 
  （申請）     （経由）          （経由） 

       

   

  

 （交付） 
 

                        （経由） 

 受理・判定 

 決定・交付 

本人 

（申請者） 

各保健福祉 

サービスセンター 
社会福祉課 

障害福祉係  児童相談所○

○ 

各保健福祉サービスセンター 社会福祉課 

（経由） 
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〇知的障害者の障害の程度 
１ 知的障害者 障害の程度による療育手帳の区分表 

 

A1：重度知的障害（IQ35 以下） 

A2：中度の知的障害（IQ36～50）

で、３級以上の身体障害を合併

している者 

 

B1：中度の知的障害（IQ36～50） 

B2 軽度の知的障害（IQ51～75） 
 

 

 
２ 発達障害の程度の指標 

（厚生労働省の知的障害者実態調査（１９７５）における知的障害の程度に関する判定資料） 

 軽    度 中    度 重    度 最  重  度 

５歳 

以下 

･日常会話はどうにかでき 

る 

･数の理解はすこし遅れて

いる 

･運動機能の目立った遅れ

は見られない 

･身のまわりの始末は代替

できるが不完全 

･言語による意思表示はい

くらかできる 

･数の理解に乏しい 

･運動機能の遅れが目立つ 

･身のまわりの始末は部分

的に可能 

･集団遊びは困難 

･ことばがごく少なく意思

の表示は身振りなどで示

す、ある程度の感情表現

はできる(笑ったり、怒

ったり等） 

･運動機能の発達の遅れが

著しい 

･身のまわりの始末はほと

んど出来ない 

･集団遊びは出来ない 

･言語不能 

･最小限の感情表示（快,不

快等） 

･歩行が不能又はそれに近

い 

･食事、衣服の着脱などは

まったくできない 

６～11 

歳 

･普通の学級における学習

活動についていくことは

難しい 

･身辺処理は大体できる・

比較的遠距離でも一人で

通学できる 

･日常会話はある程度可能 

･数の理解が身につき始め

る 

･身辺処理は大体できるが

不完全 

･ゲーム遊びなどの集団行

動はある程度可能 

･言語による意思表示はあ

る程度可能 

･読み書きの学習は困難で

ある・数の理解に乏しい 

･身近なものの認知や区別

はできる 

･身辺処理は部分的に可能 

･身近な人と遊ぶことはで

きるが長続きしない 

･ごく簡単なお手伝いはで

きる 

･言語は数語のみ 

･数はほとんど理解できな

い 

･食事、衣服の着脱など一

人ではほとんどできない 

･一人遊びが多い 
12～17

歳 

･小学校 3～4年生程度の

学力にとどまる 

･抽象的思考や合理的判断

に欠ける 

･身辺処理は普通児並にで

きる 

･基本的な作業訓練は可能

である 

･小学校 2～3年生程度の

学力にとどまる 

･身辺処理は大体できる・

簡単なゲームのきまりを

理解する 

･単純な作業に参加できる 

１８歳 

以上 

･小学校 5～6年生程度の

学力にとどまる 

･抽象的思考や合理的判断

に乏しい 

･事態の変化に適応する能

力は弱い 

･職業生活はほぼ可能 

･簡単な読み書きや金銭の

計画ならばできる 

･適切な指導のもとでは対

人関係や集団参加がある

程度可能 

･単純作業に従事できる 

･日常会話はある程度でき

る 

･ひらがなはどうにか読み

書きできる 

･数量処理は困難・身辺処

理は大体できる 

･単純作業にある程度従事

できる 

･会話は困難 

･文字の読み書きはできな

い 

･数の理解はほとんどでき

ない 

･身辺処理はほとんど不可

能 

･作業能力はほとんどない 

区    分 

身 体 障 害  備  考 

重 度
(1，2

級) 

中 度 
（3，4

級） 

軽 度 
（5，6

級） 

な 

し 
「身体障

害」欄の

（ ）内の

数字は、身

体障害者福

祉法に基づ

く障害等級

である。 

知
的
障
害 

重   度 

(IQ35 以下) 
A1 

中   度 
（IQ36～50） 

A2 B１ 

軽   度 
（IQ51～75） 

B2 

段階 

年齢 
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３ 精神障害者保健福祉手帳 

 内  容 

  この手帳は、一定の精神障害を持つ方が、様々な福祉的支援を受け 

 やすくなることを目的としたものです。 

  障害の程度によって１級、２級、３級に区分されます。 

  交付対象 

    精神疾患を有する者（知的障害者を除く）のうち、精神障害のために 

長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者。 

  ※精神疾患には、統合失調症・そううつ病・てんかん・中毒精神病・ 

発達障害などがあります。 

  ※精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から２年間です。有効

  期限を延長するには、更新の手続きが必要となります。 

  手   続 

  ○手続きにお持ちいただくもの 

  ・申請書  

・精神障害を支給事由とする年金証書の写し等、又は医師の診断書 

・同意書 

※写真１枚（縦４㎝×横３㎝、正面脱帽 上半身を写した１年以内に 

撮影したもの） 

※写真の提出が必要な方は以下の方です。 

 ①新規に申請される方 

 ②お手持ちの手帳の更新の欄に新しい有効期限が記入できない方 

 ③等級変更のある方 

 

  診断書と申請書類は下記窓口にあります。 

  窓  口 
   ○保健福祉サービスセンター（東部・西部・中部・北部） 

   ○社会福祉課 障害福祉係 

 

 

 

 

   （申請）    （経由）          （経由）         

   
  

 

 

（交付） 

      （経由）            （経由） 

 受理・判定／決定・交付 

本人 

（申請者） 

各保健福祉 

サービスセンター 

社会福祉課 

障害福祉係 
諏訪保健福祉事務所 

各保健福祉サービスセンター 社会福祉課 

長野県精神保健福祉センター 
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〇精神障害者保健福祉手帳障害等級表 

障害等級 
障 害 の 状 態 

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害の状態 

１級 

 

精神障害であ

って、日常生

活の用を弁ず

ることを不能

ならしめる程

度のもの 

１ 統合失調症によるものにあっては、

高度の残遺状態又は高度の病状がある

ため、高度の人格変化、思考障害、その

他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。 

 

２ 気分（感情）障害によるものにあっ

ては、高度の気分、意欲・行動及び思考

の障害の病相期があり、かつ、これらが

持続したり、ひんぱんに繰り返したりす

るもの。 

 

３ 非定型精神病によるものにあって

は、残遺状態又は病状が前記１、２に準

ずるもの。 

 

４ てんかんによるものにあっては、ひ

んぱんに繰り返す発作又は知能障害そ

の他の精神神経症状が高度であるもの。 

 

５ 中毒精神病によるものにあっては、

認知症その他の精神神経症状が高度の

もの。 

 

６ 器質性精神障害によるものにあっ

ては、記憶障害、遂行機能障害、注意障

害、社会的行動障害のいずれかがあり、

そのうちひとつ以上が高度のもの。 

 

７ 発達障害によるものにあっては、そ

の主症状とその他の精神神経症状が高

度のもの。 

 

８ その他の精神疾患によるものにあ

っては、上記の１～７に準ずるもの｡ 

１ 調和のとれた適切な食事摂取がで

きない。 

 

２ 洗面、入浴、更衣、清掃などの身

辺の清潔保持ができない。 

 

３ 金銭管理能力がなく、計画的で適

切な買物ができない。 

 

４ 通院・服薬を必要とするが、規則

的に行うことができない。 

 

５ 家族や知人・近隣等と適切な意思

伝達ができない。協調的な対人関係を

作れない。 

 

６ 身辺の安全を保持したり、危機的

状況に適切に対応できない。 

 

７ 社会的手続をしたり、一般の公共

施設を利用することができない。 

 

８ 社会情勢や趣味・娯楽に関心が無

く、文化的社会活動に参加できない。 

 

（上記１～８のうちいくつかに該当す

るもの） 
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障害等級 
障 害 の 状 態 

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害の状態 

２級 

 

精神障害であ

って、日常生活

が著しい制限

を受けるか、又

は日常生活に

著しい制限を

加えることを

必要とする程

度のもの 

１ 統合失調症によるものにあって

は、残遺状態又は病状があるため、人

格変化、思考障害、その他妄想・幻覚

等の異常体験があるもの。 

 

２ 気分（感情）障害によるものにあ

っては、気分、意欲・行動及び思考の

障害の病相期があり、かつ、これらが

持続したり、ひんぱんに繰り返したり

するもの。 

 

３ 非定型精神病によるものにあって

は、残遺状態又は病状が前記１、２に

準ずるもの。 

 

４ てんかんによるものにあっては、

ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害

その他の精神神経症状があるもの。 

 

５ 中毒精神病によるものにあって

は、認知症その他の精神神経症状があ

るもの。 

 

６ 器質性精神障害によるものにあっ

ては、記憶障害、遂行機能障害、注意

障害、社会的行動障害のいずれかがあ

り、そのうちひとつ以上が中等度のも

の。 

 

７ 発達障害によるものにあっては、

その主症状が高度であり、その他の精

神神経症状があるもの。 

 

８ その他の精神疾患によるものにあ

っては、上記の１～７に準ずるもの｡ 

１ 調和のとれた適切な食事摂取は援

助なしにはできない。 

 

２ 洗面、入浴、更衣、清掃などの身

辺の清潔保持は援助なしにはできな

い。 

 

３ 金銭管理や計画的で適切な買物は

援助なしにはできない。 

 

４ 通院・服薬を必要とし、規則的に

行うことは援助なしにはできない。 

 

５ 家族や知人・近隣等と適切な意思

伝達や協調的な対人関係づくりは援助

なしにはできない。 

 

６ 身辺の安全保持や危機的状況での

適切な対応は援助なしにはできない。 

 

７ 社会的手続や一般の公共施設の利

用は援助なしにはできない。 

 

８ 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄

く、文化的社会活動への参加は援助な

しにはできない。 

 

（上記１～８のうちいくつかに該当す

るもの） 
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障害等級 
障 害 の 状 態 

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害の状態 

３級 

 

精神障害であ

って、日常生活

若しくは社会

生活が制限を

受けるか、又は

日常生活若し

くは社会生活

に制限を加え

ることを必要

とする程度の

もの 

１ 統合失調症によるものにあって

は、残遺状態又は病状があり、人格変

化の程度は著しくはないが、思考障害、

その他妄想・幻覚等の異常体験がある

もの。 

 

２ 気分（感情）障害によるものにあ

っては、気分、意欲・行動及び思考の

障害の病相期があり、その症状は著し

くはないが、これを持続したり、ひん

ぱんに繰り返すもの。 

 

３ 非定型精神病によるものにあって

は、残遺状態又は病状が前記１、２に

準ずるもの。 

 

４ てんかんによるものにあっては、

発作又は知能障害その他の精神神経症

状があるもの。 

 

５ 中毒精神病によるものにあって

は、認知症は著しくないが、その他の

精神神経症状があるもの。 

 

６ 器質性精神障害によるものにあっ

ては、記憶障害、遂行機能障害、注意

障害、社会的行動障害のいずれかがあ

り、いずれも軽度のもの。 

 

７ 発達障害によるものにあっては、

その主症状とその他の精神神経症状が

あるもの。 

 

８ その他の精神疾患によるものにあ

っては、上記の１～７に準ずるもの｡ 

１ 調和のとれた適切な食事摂取は自

発的に行うことはできるが、なお援助

を必要とする。 

 

２ 洗面、入浴、更衣、清掃などの身

辺の清潔保持は自発的に行うことがで

きるが、なお援助を必要とする。 

 

３ 金銭管理や計画的で適切な買物は

概ねできるが、なお援助を必要とする。 

 

４ 規則的な通院・服薬は概ねできる

が、なお援助を必要とする。 

 

５ 家族や知人・近隣等と適切な意思

伝達や協調的な対人関係づくりは、な

お十分とはいえず不安定である。 

 

６ 身辺の安全の保持や危機的状況で

の適切な対応は概ね適切であるが、な

お援助を必要とする。 

 

７ 社会的手続や一般の公共施設の利

用は概ねできるが、なお援助を必要と

する。 

 

８ 社会情勢や趣味・娯楽に関心があ

り、文化的社会活動にも参加するが、

なお十分とはいえず援助を必要とす

る。 

 

（上記１～８のうちいくつかに該当す

るもの） 

 

 

 


